
問

    参加をご希望される方は、事前登録をお願いいたします。
   ※２  インボイス制度のご不明な点についてもお尋ねください。

 ●個人事業者、フリーランスの方へ

税務課 ☎ 32-1103

(インボイス説明会等の問合せ先）

特集として国税庁動画チャンネルでも紹介されています

 大垣税務署  法人課税第一部門
 ☎ 78-4101（代表）内線312

 ※１ 大垣税務署においても「インボイス制度説明会」と題して、毎月 説明会を実施しておりますので、

  令和 3 年 10 ⽉１⽇から「適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）」
 の 登録申請 の受付が開始されました。


